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平成 29年６月 30日 

各 位 

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 CEO  矢 﨑 雄 一 郎  

 （コード番号： 2191） 

問合せ先 取締役 CFO    小 塚 祥 吾  

 （電話：03-5937-2111） 

 

 

第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29年６月 30日開催の当社取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される新株式（以

下、「本株式」といいます。）の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）を行うことについて、決議致し

ましたので、お知らせ致します。 

併せて、本第三者割当増資に伴い、当社の主要株主の異動が見込まれますのでお知らせ致します。 

 

記 

 

Ⅰ．第三者割当による新株式の発行 

１．募集の概要 

（1）払込期日 平成 29年７月 18日 

（2）発行新株数 普通株式 2,000,000株 

（3）発行価額 １株につき 491円 

（4）資金調達の額 982,000,000円 

（5）資本組入額 １株につき 245.5円 

（6）資本組入額の総額 491,000,000円 

（7）募集又は割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、そのすべてをひふみ投信マザーファンド（以

下、「割当予定先」又は「ひふみ投信マザーファンド」といいます。）

に割当てます。 

(8)その他 
前号各号については、金融商品取引法による届出書の効力発生を条件とし

ます。 

（注）末尾に本株式の発行要項を添付しております。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的 

当社は、再生医療新法（再生医療等の安全性の確保等に関する法律）が制定された翌年の平成26年に、再生医

療等製品※１開発を行うテラファーマ株式会社（以下、「テラファーマ」といいます。）を子会社として設立し、

当社が積み重ねてきた臨床実績及び研究成果並びに安定的な細胞を培養する技術・ノウハウをテラファーマの強

みとして、治験を実施すべく検討してまいりました。テラファーマにおいては治験開始に必要な書類作成等の準

備も整いましたので、開発資金を調達し、樹状細胞ワクチン※２について、日本初の膵臓がんに対する再生医療

等製品としての承認取得を目指すべく開発段階に至りました。 
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※１：「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められた、一定の医療

等に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施した

もの等を指します。 

※２：樹状細胞ワクチンとは、免疫細胞の一つである「樹状細胞」の働きを利用したがんワクチン治療で

す。樹状細胞は、体内に入ってきた異物の特徴を攻撃役の細胞に伝える働きを持ちます。この樹状

細胞にがん細胞が持つ目印を与えることで、攻撃役の細胞が確実にがん細胞を狙い撃ちできるよう

にするのが、樹状細胞ワクチンのしくみです。 

 

今般、和歌山県立医科大学による、再生医療等製品に係る医師主導治験（以下、「本治験」といいます。）を

実施する運びとなり、テラファーマは、治験製品を提供し、本樹状細胞ワクチンについて再生医療等製品として

の承認取得を目指しております。 

 

なお、本治験の詳細は以下のとおりです。 

①膵臓がん※３は予後不良（診断からの５年生存率約８％；出展 がん情報サービス５年相対生存率）で難治

性であり、診断時にその大半は高度進行の切除不能の状態となっています。直近25年間で発生率、死亡率と

もに1.5倍に増加しており、新しい有効な治療法の開発が急務となっております。当社では、がん全体につい

て過去10年間で10,000症例以上の症例実績を有しており、中でも膵臓がんの症例が約2,000症例と最も多い

ことから、治験での適応症例として膵臓がんを選択致しました。 

※３：2014年度の膵臓がんの死亡数は年間約31,000人で、肺がん、胃がん、結腸がんに次いで第４位でさら

に増加傾向にあります。 

②本治験の最大の特徴は、革新的な技術※４を最短で患者へ届けるために早期承認制度を活用することです。

通常の治験は、第一相（安全性の確認）、第二相（有効性の確認）、第三相（安全性・有効性の検証）と段

階を経ることから、承認されるまでに一般的に約10年を要するところ、早期承認制度を活用することで、第

一相から第三相の段階を一気に進めていくことが可能となることから、約５年での承認が期待できます。こ

のことにより、膵臓がんに対する再生医療等製品をより早期に患者へ届けることができます。 

※４：薬に求められる３要件（有効性・安全性・品質）の品質を満たす樹状細胞ワクチンの製造・輸送を可

能にする技術。 

③医師主導治験は、医療現場での緊急性・必要性の高い上記②記載の革新的な技術を大学と企業が協力しなが

ら早期に患者へ届けるという社会的要請に応えるための新しい制度です。一般的な製薬企業による企業主導

治験と比して、医師の強い熱意が推進力となり、より早期の開発が可能となります。 

④本治験を実施する和歌山県立医科大学は、過去、がんワクチンを含めがん免疫療法に30年来取り組んでおり、

日本で初めて樹状細胞ワクチンを臨床使用した施設であり、且つ日本で初めて膵臓がんに対するワクチン開

発を行った実績を有し、また膵臓外科手術実績（2015年膵切除手術件数108件）を有しております。 

⑤今後の展開といたしましては、当社が治療実績を有する他のがん種（肺がん等）に対しても順次治験を実施

していくことを計画しております。 

 

かかる承認取得までに要する資金は約38億円を予定しており、その一部について平成28年12月13日において当

社取締役会にて決議した第17回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）（以下、「本株予約権」と

いいます。）の発行により資金調達を行いましたが、当社は平成29年５月26日の当社取締役会の決議により平成

29年６月12日時点において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部

を消却致しました。 

本新株予約権は、和歌山県立医科大学による、再生医療等製品に係る医師主導治験（以下、「本治験」といい

ます。）について、連結子会社テラファーマ株式会社が、治験製品を提供し、本樹状細胞ワクチンについて日本
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初の膵臓がんに対する再生医療等製品としての承認取得を目指すため、その開発費用の調達を目的として、モル

ガン・スタンレーMUFG証券株式会社を割当先とし、平成28年12月29日に発行したものです。本新株予約権を取得

及び消却するに至った理由としましては、当初想定していた資金調達額には届いていないものの、現状の新株予

約権の権利行使による入金の状況と、今後の本治験の開発費用に対する充当の状況を鑑みた結果、平成29年４月

から当社株価が下落し、本新株予約権で当社が必要とする調達額の確保が厳しい状況になっていることから、改

めて資金調達の検討を行う必要があると判断したためであります。 

なお、本新株予約権による調達額は、発行数30,000個のうち10,000個の行使によって491百万円を調達しており

ますが、すでに調達した491百万円のうち、470百万円については、当社の連結子会社であるテラファーマへの投

融資資金として、本治験実施のための設備投資に充当しております。また、残額の21百万円につきましては、本

治験実施のための研究開発費用に係る費用の一部に充当するため、当社の預金口座にて管理をしております。 

そのため、当社は、本樹状細胞ワクチンについて再生医療等製品としての承認取得までに要する資金約38億円

の代替的な資金調達方法として、当社の財務体質の安定と資本の充実を図るため第三者からの出資を受け入れる

ことを軸にして、代替的な資金調達方法の検討を行っていたところ、本第三者割当増資の割当予定先であるひふ

み投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークス株式会社（住所：東京都千代田区丸の内一丁

目11番１号、代表者：代表取締役社長 藤野 英人、以下、「レオス・キャピタルワークス」といいます。）か

ら、ひふみ投信マザーファンドで新株式の引受を行う意向を受けました。当該意向を受けて、当社としましては、

財務体質の安定と資本の充実を図るといった当社のニーズに合致するものであったことから、現時点において最

適な資金調達方法と判断し、本樹状細胞ワクチンについて再生医療等製品としての承認取得までに要する資金約

38億円の一部に充当するための資金を本第三者割当増資によって調達することに致しました。 

 

（２）本資金調達方法を選択した理由 

今回の資金調達は、新株式発行によって、一時に既存株主の希薄化を招くデメリットがありますが、当社が必

要とする本樹状細胞ワクチンについて再生医療等製品としての承認取得までに要する資金約38億円のうち、当面

の間、治験実施のための研究開発を進めていくために当社が必要とする資金を迅速かつ確実に調達できるメリッ

トがあり、また、財務体質の安定に加えて、資本の充実を図るといった当社のニーズに合致するものであったこ

とから、本資金調達方法が現時点において最適であると判断致しました。 

なお、本新株式の発行にあたり、既に発行している第17回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）

が、今後権利行使されることで、一度に急激な希薄化を更に招く可能性が生じることを懸念して、平成29年5月26

日の取締役会において、平成29年6月12日に当該時点において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、

取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしました。 

 

（３）他の資金調達方法との比較 

本第三者割当増資以外の方法による資金調達手法のうち、以下に記載されている手法を勘案した結果、他の手

法と比較しても本第三者割当増資による資金調達は、現時点においては、当社として最適な資金調達方法である

と判断致しました。 

①エクイティ・ファイナンス手法での公募増資及び株主割当による新株式発行は、本第三者割当増資と同様に

資金調達が一度に可能となるものの、公募増資では一般投資家の参加率、株主割当では既存株主の参加率が

不透明であり、当社が希望する十分な資金を調達できるか不透明であることから今回の資金調達方法として

は適切ではないと判断致しました。 

②新株予約権の発行に関しましては、発行時点におけるまとまった資金調達ができず、また、当社の株価水準

によっては行使が行われないため、資金調達が困難となる可能性があります。そのため、治験実施のための

研究開発を進めていくために当社が必要とする資金を迅速かつ確実に調達する手法としては、今回の資金調

達方法としては適切ではないと判断致しました。 
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③株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆるMSCB）の発行条件及び行使 

条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定されるという

構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行使価額の下方修正がなされた場合

には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。 

④いわゆるライツ・イシューには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライ 

ツ・イシューと、当社はそのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミ

ットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施さ

れた実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコスト

が増大することが予想され、適切な資金調達方法ではない可能性があります。また、ノンコミットメント型

ライツ・オファリングは、東京証券取引所有価証券上場規程により、最近２年間において経常利益の額が正

である事業年度がない場合にはノンコミットメント型ライツ・オファリングは実施できないとされていると

ころ、当社はかかる基準を満たしておらず、ノンコミットメント型ライツ・オファリングを実施できない状

況にあります。 

⑤銀行借入や普通社債による調達については、金利や手数料等の費用負担が増加してしまうため、当社の財務

体質の安定に加えて、資本の充実を図る観点からは今回の資金調達の手法としては適切ではなく、また、当

社の財務状況を鑑みると実現可能性は厳しいものと考えております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(１) 調達する資金の額 

①払込金額の総額 982,000,000円 

②発行諸費用の概算額 6,650,000円 

③差引手取概算額 975,350,000円 

（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

２．発行諸費用の概算額は、登録免許税等、割当予定先に関する調査費用、有価証券届出書書類等の作成費用

等の合計額であります。 
 

(２) 調達する資金の具体的な使途 

当社が、平成28年12月13日にて当社取締役会にて決議した第17回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可

条項付）の発行に係る同日提出の有価証券届出書による調達資金の充当状況等については、以下のとおりです。 

 

（第 17回新株予約権の資金充当状況（平成 29年６月 30日現在）） 

（単位：百万円） 

手取金の使途 具体的な内訳 充当予定額 充当額 充当予定時期 

連結子会社である 

テラファーマへの 

投融資資金 

① 治験実施のための研究開発に係る費用 1,311 21 
平成 29年 1 月～ 

平成 31年 12 月 

② 治験実施のための設備投資 470 470 
平成 29年 1 月～ 

平成 31年 12 月 

（注）１．当初の資金使途である「②治験実施のための設備投資」につきましては、当初の支出予定時期である平

成 29 年１月から平成 29 年６月までに全額の 470 百万円を充当しております。なお、「①治験実施のた

めの研究開発に係る費用」につきましては、21百万円を充当予定額として当社の預金口座にて管理して

おります。 

２．本新株予約権に関しては、平成 29 年５月 26 日の当社取締役会の決議により平成 29 年６月 12 日時点に

おいて残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却致しま

した。 
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本資金調達で調達する差引手取概算額975,350,000円については、上記に記載の治験実施のための研究開発に係

る費用の一部に充当いたします。本株式の発行により調達する資金の具体的な使途は、以下のとおりです。 

 

（本株式の発行により調達する資金の具体的な使途） 

手取金の使途 具体的な内訳 金額（百万円） 充当予定時期 

連結子会社である 

テラファーマへの投融資資金 

治験実施のための研究開発に係る

費用 
     975 

平成 29年７月～ 

平成 31年 12月 

 

当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、連結子会社であるテラファーマ

における資金使途である「本治験実施全体に要する研究開発に係る費用」の内容としては、人件費638百万円、研

究開発費2,237百万円、その他販管費455百万円となります。そのうち、すでに調達している21百万円に加えて、

上記の差引手取概算額975百万円を充当し、不足額については、時宜に応じて実現可能な方法を選択のうえ資金を

調達して充当する予定です。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方  

当社は、本資金調達は、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する具体的な資金使途」

に記載する使途に充当することにより、テラファーマ株式会社の提供する樹状細胞ワクチンについて、本医師主

導治験に基づき膵臓がんに対する再生医療等製品としての承認を取得することを目指します。樹状細胞ワクチン

は、膵臓がんに対する効果的な治療法として多数の罹患者に提供される可能性が期待できることから、本資金使

途は株主価値の向上に資する合理的なものであると判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１)  払込金額の算定根拠とその具体的内容 

発行価格に関しましては、ひふみ投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークスとの協議に

より、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日（平成29年６月29日）までの東京証券取引所JASDAQ

スタンダード市場における当社株式の１ヶ月間（平成29年５月30日から平成29年６月29日まで）における終値の

単純平均値である491円（円未満切捨て）とすることと致しました。 

本第三者割当増資の発行価額の算定方法につきまして、取締役会決議日の直前営業日までの直近１ヶ月の終値

の単純平均値を採用した理由としましては、当社株式が市場における取引高が少ないため、当社株価の全体的な

傾向として、当社の開示によって株価の変動が短期的に大きくなることが認められること、また、当社が特段の

開示を行っていない期間においても株価の短期的な変動が認められることから、当社としましては、一時点の株

価ではなく、一定期間の平均株価という平準化された株価が当社の実態をより適切に表していると考えており、

また、平均株価を採用することで、恣意性や特殊要因を排除することが期待できることから、取締役会決議日の

直前営業日までの直近１ヶ月の終値の単純平均値は、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断致しまし

た。 

具体的には、当社が、当社の業績に直接の影響を与えない平成29年５月25日付「米国臨床腫瘍学会（ASCO）2017

での演題採択のお知らせ- 膵臓がんに対する樹状細胞ワクチン（TLP0-001）の医師主導治験 -」及び平成29年５

月26日付「第17回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の取得及び消却に関するお知らせ」を公

表した直後は出来高が増加し、それに伴って当社株価の変動が短期的に大きくなったことが認められる一方で、

当社が特段の開示を行っていない期間においても、例えば平成29年６月12日から平成29年６月16日の期間（以下、

「開示がなく株価が変動した期間」といいます。）における平均出来高が270,260株となっており、平成29年６月

１日から平成29年６月９日までの平均出来高48,286株に比べて大幅に増加しております。株価についても、開示

がなく株価が変動した期間における終値の単純平均値は519円（円未満切捨て）であり、上昇前である平成29年６
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月１日から平成29年６月９日の期間における終値の単純平均値である473円（円未満切捨て）に対して9.73％上昇

していることから、当社が特段の開示を行っていない期間においても、当社株価の変動が短期的に大きくなるこ

とが認められます。当社の業績は、平成29年５月12日付「平成29年12月期第１四半期決算短信」の公表において、

売上高が前年同期よりも48.4％減少しているにもかかわらず、開示がなく株価が変動した期間の当社株価の上昇

は、当社に対する過度な期待感の表れであると考えざるをえないことから、当社株価の全体的な傾向として、①

当社の開示によって株価の変動が短期的に大きくなることが認められる、②当社が特段の開示を行っていない期

間においても株価の短期的な変動が認められるといった傾向にあると考えており、当社の一時点における株価は、

必ずしも当社の企業価値を反映しているとは言い切れないと判断致しました。そのため、当社としましては、一

定期間の平均株価という平準化された値を採用することを検討し、直前営業日から１ヶ月間の平均株価であれば、

当社に対する過度な期待による影響を平準化することで、恣意性や特殊要因を排除することが期待でき、客観的

な市場取引によって形成された株価として当社の企業価値を反映していると考え、割当予定先であるひふみ投信

マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークスと協議の上、決定致しました。 

なお、当該発行価格は、本第三者割当増資の取締役会決議日の直前営業日（平成29年６月29日）の終値515円に

対し4.66％のディスカウント、取締役会決議日の直前営業日までの３ヶ月間（平成29年３月30日から平成29年６

月29日まで）における終値の単純平均値475円（円未満切捨て）に対し3.37％のプレミアム、取締役会決議日の直

前営業日までの６ヶ月間（平成28年12月30日から平成29年６月29日まで）における終値の単純平均値506円（円未

満切捨て）に対し2.96％のディスカウントとなっております。 

当社は、当該発行価額については、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠して算

定されたものであり、会社法第199条第３項に規定されている特に有利な金額には該当しないものと判断しており

ます。 

また、当社監査役３名全員（うち社外監査役３名）から、当該発行価額は、当社株式の価値を表す客観的な値

である市場価格を基準にし、上記指針に準拠して算定されていることから、特に有利な金額には該当しない旨の

意見を得ております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本第三者割当増資により発行する当社普通株式の数は2,000,000株（議決権数20,000個）であり、取締役会決議

日（平成29年６月30日）における発行済株式数14,995,156株（議決権数149,911個）による希薄化率は13.34％（議

決権ベースの希薄化率は13.34％）に相当いたします。また、本第三者割当増資の取締役会決議日（平成29年６月

30日）から実質６ヶ月以内である平成28年12月29日に発行された第17回新株予約権（行使価額修正条項及び行使

許可条項付）の行使により発行した当社普通株式の数は1,000,000株（議決権数10,000個）であり、本第三者割当

増資により発行する株式数2,000,000株（議決権数20,000個）を合算した株式数は3,000,000株（議決権数30,000

個）になります。本第三者割当増資による株式数及び議決権数に６ヶ月以内の第三者割当（前回割当）により発

行した株式数及び議決権数を加算した合計3,000,000株（議決権数30,000個）を分子とし、前回割当決議時点にお

ける発行済株式数13,995,156株（議決権数139,910個）を分母とする希薄化率は21.44％（議決権ベースの希薄化

率は21.44％）に相当いたします。 

本第三者割当増資により、株式の希薄化が生じることにはなりますが、前期「３．(２) 調達する資金の具体

的な使途」に記載の資金使途に充当することで、当社事業の中長期的な発展を志向していく予定であることから、

将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的であると判断致しました。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

 (１) 割当予定先の概要 

① 名 称 ひふみ投信マザーファンド 

② 所 在 地 該当事項はありません。 
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③ 設 立 根 拠 等 投資信託及び投資法人に関する法律等に基づく委託者指図型投資信託 

④ 信 託 の 目 的 受益者のための利殖 

⑤ 設 定 日 平成 24年 4月 20日 

⑥ 純 資 産 総 額 232,096百万円（平成29年5月31日現在） 

⑦ 受 益 者 の 名 称 ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金 

⑧ 運 用 者 の 概 要 

名 称 レオス・キャピタルワークス株式会社 

所 在 地  東京都千代田区丸の内一丁目 11番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤野 英人 

事 業 内 容 
投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品

取引業 

資 本 金 100百万円 

大 株 主 ㈱ISホールディングス 53.5％ 

⑨ 国 内 代 理 人 の 概 要 該当事項はありません。 

⑩ 
上 場 会 社 と 当 該 

フ ァ ン ド と の 間 の 関 係 

当社と当該ファンドと

の間の関係 

ひふみ投信マザーファンドは、平成 29年６月

30日現在において当社株式 449,800株を保有し

ていることを確認しております。 

当社と当該ファンド代

表者との間の関係 
該当事項はありません。 

当社と国内代理人との

間の関係 
該当事項はありません。 

（注）１．上記割当予定先の概要は、別途時点を明記していない限り、平成 29年６月 30日現在の内容です。 

２．レオス・キャピタルワークス株式会社は、ひふみ投信マザーファンドの委託会社です。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は今回の資金調達にあたり、前記「２．（１）資金調達の主な目的」に記載のとおり、本樹状細胞ワクチ

ンについて再生医療等製品としての承認取得までに要する資金約38億円の代替的な資金調達方法として、当社の

財務体質の安定に加えて、資本の充実を図るため第三者からの出資受け入れを軸に検討を行ってまいりました。 

当社は、当社の経営方針や今後の事業戦略、当社の企業価値向上に向けた取り組みに理解が頂けることを重要

な割当予定先の条件として検討を進めるべく、過去から当社株式を取引所にて取得していたひふみ投信マザーフ

ァンドを運用しているレオス・キャピタルワークスに相談していたところ、ひふみ投信マザーファンドにて当社

株式の引受を行う意向を表明していただき、本第三者割当増資についての協議・交渉を行ってまいりました。そ

の結果、ひふみ投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークスから、当社の経営方針や事業戦

略、当社の企業価値向上に向けた取り組みに対しての理解が得られたこと、資金調達の引受が新株式であるため、

財務体質の安定に加えて、資本の充実を図るといった当社のニーズに合致するものであったことから割当予定先

として選定致しました。 

なお、割当予定先であるひふみ投信マザーファンドは、追加型公募株式投資信託である「ひふみ投信」、「ひ

ふみプラス」、「ひふみ年金」の主要投資対象である親投資信託であり、国内外の株式を主要投資対象としてい

る投資信託です。 

また、ひふみ投信マザーファンドは、以下のとおり、委託会社をレオス・キャピタルワークス、受託会社を三

井住友信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）によって運営されて

おります。 

＜ひふみ投信マザーファンド信託契約の概要＞ 

名称：ひふみ投信マザーファンド 
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委託者：レオス・キャピタルワークス株式会社 

受託者：三井住友信託銀行株式会社 

なお、三井住友信託銀行株式会社は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を

締結しており、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が再信託受託者となります。 

受益者：ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金 

信託の種類：証券投資信託 

信託の目的：受益者のための利殖 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社と割当予定先であるひふみ投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークスとの協議にお

いて、割当予定先であるひふみ投信マザーファンドが本第三者割当で取得する本株式について、純投資目的であ

ること、また、売却に際しては東京証券取引所の定める譲渡の報告等に関するルールその他の法令諸規則を遵守

することを口頭にて確認しております。また、当社は割当予定先であるひふみ投信マザーファンドを運用してい

るレオス・キャピタルワークスから、割当日より２年間において、当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、

直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書

面にて報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に

供されることに同意することについて、確約書を取得する予定であります。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

ひふみ投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークスからは、本株式に係る払込みに要する

資金（982百万円）をひふみ投信マザーファンドにおいて確保している旨、口頭で説明を受けております。また、

当社は、ひふみ投信の直近の第９期半期報告書（平成29年３月31日現在）に記載されたひふみ投信マザーファン

ドの経理状況を確認したところ、十分な純資産を有していることから、当社としてかかる払込みに支障はないと

判断いたしました。 

 

（５）割当予定先の実態 

割当予定先であるひふみ投信マザーファンド、ひふみ投信マザーファンドの受益者であるひふみ投信、ひふみ

プラス、ひふみ年金、ひふみ投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークス並びにその役員及

び主要株主が、暴力団、暴力団員又はこれに準ずる者（以下、「暴力団等」といいます。）である事実、暴力団

等が割当予定先の経営に関与している事実、割当予定先が資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の

維持、運営に協力若しくは関与している事実及び意図して暴力団等と交流を持っている事実を有していないこと

を第三者機関であるリアル・レピュテーション・リサーチ株式会社（東京都中央区人形町三丁目１番１１号 代表

取締役：水田 旭）から受領した報告書にて確認しております。当該報告書においては、調査方法から調査結果

に至るまでの過程についても記載してあり、当社は、当該報告書が信頼に足るものと判断しております。 

以上から、割当予定先であるひふみ投信マザーファンド、ひふみ投信マザーファンドの受益者であるひふみ投

信、ひふみプラス、ひふみ年金、ひふみ投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークス並びに

その役員及び主要株主が反社会勢力とは関係ないものと判断し、その旨の確認書を東京証券取引所に提出してお

ります。 
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７. 大株主及び持株比率 

募集前（平成28年12月31日現在） 

氏名 持株数（千株） 持株比率（％） 

矢﨑 雄一郎 4,308 30.78 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 691 4.94 

旭化成株式会社 397 2.84 

フォレストフィールド２号投資事業有限責任組合 150 1.07 

社会福祉法人仁生社江戸川病院 126 0.90 

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 100 0.71 

コージンバイオ株式会社 100 0.71 

ＵＢＳ証券株式会社 94 0.68 

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウン

ト ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー－エイシー 

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

66 0.47 

松井証券株式会社 58 0.42 

（注）１．割当前の持株比率は、平成 28年 12月 31日現在の株主名簿をもとに作成しています。 

２．割当予定先であるひふみ投信マザーファンドを運用しているレオス・キャピタルワークスによれば、本

株式の保有目的は純投資であり、取得した当社株式をレオス・キャピタルワークスの投資判断に基づき

売却する可能性があるとのことです。したがって、ひふみ投信マザーファンドによる当社株式の長期保

有は約されておりませんので、割当後の「持株比率」の記載はしておりません。なお、上記記載の日本

トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の持株数 691千株には、ひふみ投信マザーファンド

が保有する当社株式 449千株が含まれております。 

３．上記の比率は、単位未満の端数の小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

８．今後の見通し 

本件による当社連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、業績見通しが判明次第、速

やかに開示いたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当は、①希薄化率が、25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、株式

会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認

手続は要しません。 

 

10. 最近 3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）過去 3年間の業績 

決算期 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 

売上高（千円） 1,865,884 1,909,434 1,801,837 

営業利益（千円） △293,449 △601,136 △621,517 

経常利益（千円） △330,257 △623,210 △667,159 

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） △402,931 △990,662 △918,828 

１株当たり当期純利益（円） △29.27 △71.06 △65.65 

１株当たり配当金（円） － － － 

１株当たり純資産額（円） 174.44 103.00 36.83 
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（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 29年６月 30現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 14,995,156株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数  557,000株  3.71％ 

下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 － － 

上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 － － 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 

始値 2,649円 1,412円 780円 

高値 2,721円 1,877円 1,034円 

安値 978円 631円 498円 

終値 1,400円 782円 566円 

 

② 最近６か月間の状況 

 平成28年 

12月 

平成29年 

１月 

平成29年 

２月 

平成29年 

３月 

平成29年 

４月 

平成29年 

５月 

始値 611円 569円 524円 588円 518円 463円 

高値 626円 609円 623円 594円 518円 501円 

安値 540円 513円 489円 502円 430円 438円 

終値 566円 527円 581円 515円 463円 471円 

 

③ 発行決議日前営業日株価 

 平成29年６月29日 

始値 512円 

高値 518円 

安値 504円 

終値 515円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 第三者割当による第 17回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付） 

割当日  平成28年12月29日（木） 

発行新株予約権数  30,000個 

発行価額  総額2,490,000円 

発行時における 調達予定資金の額  

（差引手取概算額）  
1,781,490,000円 

割当先  モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 

募集時における発行済株式数  13,995,156株 

当該募集による潜在株式数  
3,000,000株※ 

※行使価額が修正された場合又は下限行使価額においても潜在株式数は
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3,000,000株です。 

行使価額 

当初行使価額 597円※ 

※行使価額は、第17回新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の

当社普通株式の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の

92％に相当する金額に修正されます。ただし、かかる修正後の行使価額が

下限行使価額（当初359円とし、発行要項第11項の規定を準用して調整され

ます。）を下回ることはありません。 

現時点における行使状況  行使済株式数：1,000,000株 

現時点における調達した資金の額  

（差引手取概算額）  

491,125,000円 

（第17回新株予約権30,000個の内、10,000個が行使済） 

発行時における支出予定時期 
治験実施のための研究開発に係る費用：平成29年１月～平成31年12月 

治験実施のための設備投資：平成29年１月～平成30年12月 

現時点における充当状況 

当初の資金使途である「治験実施のための設備投資」は、470百万円を充当し

ております。また、「治験実施のための研究開発に係る費用」につきまして

は、21百万円を充当予定額として当社の預金口座にて管理しております。 

（注）第 17 回新株予約権に関しては、平成 29 年５月 26 日の当社取締役会の決議により平成 29 年６月 12 日時点

において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却致しま

した。 

 

11.発行要項 

本株式、本新株予約権付社債、本新株予約権の発行要項につきましては、末尾に添付される別紙「テラ株式会

社 募集株式の発行要項」をご参照下さい。 

 

Ⅱ．主要株主の異動 

 

１．異動が生じる経緯 

本第三者割当増資により発行される新株式2,000,000株の全てがひふみ投信マザーファンドに割り当てられるた

め、下記のとおり、当社の主要株主に異動が生じることになります。 

 

２．異動する株主の概要 

（１）氏 名 ひふみ投信マザーファンド 

（２）所 在 地  該当事項はありません。 

（３）代表者の氏名・役職 該当事項はありません。 

（４）事 業 内 容  該当事項はありません。 

 

３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権に対する割合 

 
議決権の株 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数に

対する割合 
大株主順位 

異動前 

（平成 29年６月 30日現在） 

4,498個 

（449,800株） 
3.00％ － 

異動後 
24,498個 

（2,449,800株） 
14.42％ 第２位 

（注）１．議決権の所有割合は、小数点以下第３位を四捨五入して記載しております。 
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２．異動前の議決権所有割合は、平成 29年６月 30日現在の総株主の議決権の数 149,911個を分母とし、異

動後の議決権所有割合は、当該 149,911個に、本第三者割当増資に伴い増加する議決権の数 （20,000

個）を加えた議決権の数（169,911個）を分母として計算しております。 

 

４．異動予定年月日 

平成 29年７月 18日 

 

５．今後の見通し 

ひふみ投信マザーファンドの保有方針については、前記「Ⅰ．第三者割当による新株式の発行 ６．（３）割

当予定先の保有方針」をご参照ください。 

 

 

以上 
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（別紙１） 

 

テラ株式会社 

募集株式の発行要項 

 

１．募集株式の数 当社普通株式 2,000,000株 

２．払込金額 １株につき 491円 

３．払込金額の総額 982,000,000円 

４．増加する資本金及び 資本金 金 491,000,000 円 

  資本準備金の額 資本準備金 金 491,000,000 円 

５．申込日 平成 29年７月 18日 

６．払込期日 平成 29年７月 18日 

７．募集又は割当方法 第三者割当による 

８．割当先及び割当株式数 ひふみ投信マザーファンド   2,000,000株 

９．払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 市ヶ谷支店 

10．その他 ①上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

②その他第三者割当による株式の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一

任する。 

 

以上 


